
　

　　　 ・ 障がい者手帳

・ 障がい者手帳 　　 　　　 身体障がい

　 　身体障がい 　　 　 　　精神障がい

　 　精神障がい  　　　・ 療 育 手 帳

・ 療 育 手 帳

さかのぼって家賃額の見直しはできません

　下記❶❷に該当する方は、収入階層が下がる（家賃が下がる）可能性があります。

　❶  『収入認定通知』または『収入超過者認定通知書』等をご確認ください。

　　令和８年度（令和８年４月～）の家賃の額 収入階層が【２】～【８】である。

　　注）⑴　備考欄の認定期間をご確認ください。

　　　認定期限外の場合は、介護高齢課で新たな認定書を発行のうえ、写しを提出ください。

　　※　上記の「障害者控除対象者認定書」は釧路市で認定を受けた場合のものです。

　　　　他市町村で認定を受けている場合、認定書の内容によっては該当にならないことが

　　　あります。

　❷  入居世帯員および別居扶養者で、要介護１～５の認定を受けている者がいる。 　　注）介護保険被保険者証など、その他書類ではお手続きできません。

　該当となる方は『障害者控除対象者認定書』（介護高齢課より発行）および 収入修正申告書（住宅課書式）を提出 または お問い合わせください。　

 ※　要介護４・５は特別障がい控除４０万円、要介護１～３は普通障がい控除２７万円が所得より控除となります。算定の結果、収入階層（家賃額）が下がらないこともあります。

 ※　おひとりに対して、障がい控除の重複はできません。例えば「障害者控除対象者認定書と障がい手帳」など複数ある場合、控除額が高い方を優先します。詳しくはお問い合わせください。

　　　 ・ 65歳以上で

               障害者控除対象者認定書

               の発行を受けた方

参考として…

～　障がい者控除 および 特別障がい者控除の適用について　～

【　現行　】

　令和８年度（令和８年４月家賃）より「障害者控除対象者認定書」の提出で、障がい者および特別障がい者の控除が受けられるようになりました！

【　変 更 後　】

注）⑴
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